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７ その他全般的事項 

 

＜保健医療技術学部 理学療法学科＞ 

（１） 設置計画変更事項 等 
 

        認可時の計画       変更内容・状況，今後の見通しなど 

 ① 卒業要件単位数 

   １２４単位 

    必修科目１１３単位，選択科目５６単位 

 

 

 

 

 

 

 ②  施設設備 

  ａ 講義室 4室（681.80㎡） 

  ｂ 実習室 5室（668.90㎡） 

  ｃ 小体育館 １（398.79㎡） 

 

 ① 平成１８年度から、学部の設置認可の留意事項に対応し、「医療リ

スクマネジメント」科目を必修科目として新設したため、履修の方法及

び卒業の要件を以下のとおり変更した。⑱ 

 

「保健医療技術学部理学療法学科を卒業するためには、本学に４年以上在

学し、基礎分野科目、専門基礎分野科目、専門分野科目の中から必修を含

め、１２５単位以上を修得しなければならない。各分野の履修方法につい

ては、別に定める。」（別添「保健医療技術学部 理学療法学科 授業科目

の種類および単位数」参照） 

 

 ② 学部全体として、学生の修学環境を改善するため、講義室４室（人

間学部共用）681.80㎡、小体育館１（人間学部共用）398.79㎡及び実

習室5室668.90㎡を増やした。(21) 

 

＜保健医療技術学部 作業療法学科＞ 

（１） 設置計画変更事項 等 
 

        認可時の計画       変更内容・状況，今後の見通しなど 

 ① 卒業要件単位数 

   １２６単位 

    必修科目１２３単位，選択科目７０単位 

 

 

 

 

 

 

 ②  施設設備 

  ａ 講義室 4室（681.80㎡） 

  ｂ 実習室 5室（668.90㎡） 

  ｃ 小体育館 １（398.79㎡） 

 

 ① 平成１８年度から、学部の設置認可の留意事項に対応し、「医療リ

スクマネジメント」科目を必修科目として新設したため、履修の方法及

び卒業の要件を以下のとおり変更した。⑱ 

 

「保健医療技術学部作業療法学科を卒業するためには、本学に４年以上在

学し、基礎分野科目、専門基礎分野科目、専門分野科目の中から必修を含

め、１２７単位以上を修得しなければならない。各分野の履修方法につい

ては、別に定める。」（別添「保健医療技術学部 作業療法学科 授業科目

の種類および単位数」参照） 

 

 ② 学部全体として、学生の修学環境を改善するため、講義室４室（人

間学部共用）681.80㎡、小体育館１（人間学部共用）398.79㎡及び実

習室5室668.90㎡を増やした。(21) 

 

＜保健医療技術学部 臨床検査学科＞ 

（１） 設置計画変更事項 等 
 

        認可時の計画       変更内容・状況，今後の見通しなど 

 ① 卒業要件単位数 

   １２４単位 

    必修科目１２３単位，選択科目５０単位 

 

 

 

 

 

 

 

 ②  施設設備 

  ａ 講義室 4室（681.80㎡） 

  ｂ 実習室 5室（668.90㎡） 

  ｃ 小体育館 １（398.79㎡） 

 

 ① 平成１８年度から、学部の設置認可の留意事項に対応し、「医療リ

スクマネジメント」科目を必修科目として新設したため、履修の方法及

び卒業の要件を以下のとおり変更した。⑱ 

 

「保健医療技術学部臨床検査学科を卒業するためには、本学に４年以上在

学し、基礎分野科目、専門基礎分野科目、専門分野科目の中から必修を含

め、１２５単位以上を修得しなければならない。各分野の履修方法につい

ては、別に定める。」（別添「保健医療技術学 部臨床検査学科 授業科目

の種類および単位数」参照） 

 

 ② 学部全体として、学生の修学環境を改善するため、講義室４室（人

間学部共用）681.80㎡、小体育館１（人間学部共用）398.79㎡及び実

習室5室668.90㎡を増やした。(21) 
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（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ活動含む） 
 

① 実施体制 

ａ 委員会の設置状況 

自己点検･自己評価委員会（平成18年度設置）関係規程は別添のとおり。 

FD委員会（平成18年度設置）委員会運営方法通則による、規程は別添のとおり。 

 

ｂ 委員会の開催状況（教員の参加状況を含む） 

自己点検･自己評価委員会は、2ヶ月に一度開催している。委員の教員5名は毎回参加している。 

FD委員会は、2ヶ月に一度開催している。委員の教員4名は毎回参加している。 

 

ｃ 委員会の審議事項等 

自己点検･自己評価委員会 

(1) 自己点検･自己評価項目の設定 

(2) 自己点検･自己評価項目の実施計画の策定 

(3) 自己点検･自己評価の分析 

(4) 自己点検･自己評価の結果に基づく改善措置の提言 

(5) 「自己点検･自己評価」結果の学長への報告 

FD委員会 

(1) 教員の資質の維持向上のための方策の策定 

(2) 講演会･研修会の実施運営 

(3) 講演会･研修会実施結果に基づく分析 

(4) 報告書の作成 

 

② 実施状況 

ａ 実施内容 

・学生による授業評価アンケート 

(1) 学生による授業評価項目の検討設定 

(2) アンケートの実施 

(3) 授業評価アンケートの結果の分析 

(4) 各教員へのフィードバック 

・FD講演会･研修会の実施 

(1) 資質の維持向上のための講演会･研修会の内容の検討設定 

(2) テーマに沿った講演会･研修会の実施 

(3) 質疑応答 

(4) 講演会･研修会の実施アンケート項目の検討設定 

(5) アンケート集計分析 

 

ｂ 実施方法 

 ・学生による授業評価アンケート 

(1) 授業評価アンケートの配布（平成19年度からインターネットWeb申告により実施） 

(2) 授業評価アンケートの回収 

(3) 集計･結果の報告 

(4) 分析 

(5) 各教員へのフィードバック 

・FD講演会･研修会の実施 

(1) 設定テーマに沿った全体講演会の実施 

(2) 質疑応答 

(3) FD実施アンケート回収 

(4) アンケート集計分析 
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ｃ 開催状況（教員の参加状況含む） 

・学生による授業評価アンケート 

(1) 平成18年度後期科目：講義･演習･実験実習科目にて実施（ペーパーの配布回収により実施） 

(2) 平成19年度前期科目：講義･演習･実験実習科目にて実施（インターネットWebにより実施） 

(3) 平成19年度後期科目：講義･演習･実験実習科目にて実施（インターネットWebにより実施） 

(4) 平成20年度前期科目：講義･演習･実験実習科目にて実施（インターネットWebにより実施） 

(5) 平成20年度後期科目：講義･演習･実験実習科目にて実施（インターネットWebにより実施） 

・FD講演会･研修会の実施 

(1) 医療系教育におけるFaculty development（平成19年1月31日実施） 本学部専任教員は全員参加。 

(2) インストラクショナルデザイン入門（平成19年11月21日実施） 本学部専任教員は全員参加。 

(3) 初年次教育への対応と学生による講義･実習アンケート結果に対しての対応（平成20年3月4日実施） 本学部

専任教員は全員参加。 

(4) ティーチングポートフォリオ研修会（平成20年10月15日実施） 本学部専任教員は全員参加。 

(5) ハラスメント研修会（平成20年10月22日実施） 本学部専任教員は全員参加。 

 

ｄ 実施結果を踏まえた授業改善への取組状況 

 ・学生による授業評価アンケート 

(1) 授業評価アンケートの集計結果の科目担当教員への配布 

(2) 科目担当教員へ学生の直接コメントの配布 

(3) 学部長･学科長からの指導 

(4) 学生が直接閲覧できるように、図書館に配架 

・FD講演会･研修会の実施 

(1) 実施時の質疑応答における授業方法に関する意見交換 

(2) FD実施アンケート集計分析を踏まえた次回内容の検討 

 

 

 
 
 

（３） 自己点検・評価等に関する事項 
 

 

 ① 設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見 

 

   （別紙のとおり） 

 

 ② 自己点検・評価報告書 

 

ａ 公表(予定)時期 平成 22 年 10 月 1 日 

   本学では学則に定めて自己点検・評価を行っていく。保健医療技術学部では、学長を委員長、学部長を運営委員長として

「自己点検・評価委員会」を置き、定期的に、組織的に、かつ項目を定めて、全専任教職員が関わって、「自己点検・評価」

を行っていく。学生の授業評価、学生生活満足度調査については毎年行う。当学部の完成年度である平成 21 年度には、

全体として点検を行い、理念・目的、教育・研究を初めに大項目 16・小項目約 200 について自己点検・評価を行う。平

成 22 年度に「報告書」としてまとめていく予定である。 

 

ｂ 公表方法 

 『自己点検報告書』を印刷・製本し刊行する。文部科学省および関係官庁に送付するほか、学内専任教職員・希望する非

常勤教員、関係大学(30 校程度)、実習病院等(200 施設程度)、近隣公立図書館(50 館程度)に配布を予定している。希望

の学生にも配布する予定である。大学ホームページにも掲載して公開する。 

 

③ 認定評価を受ける計画 

   大学全体として、平成16年度～平成17年度にかけて、学長を委員長として、各学部長、各種委員会委員長および全専任教員・

職員が分担し、大学・大学院としての理念・目的、教育・研究を初めに大項目16・小項目約200について「自己点検・評価」

を行い、報告書をまとめた。平成18年4月3日に認証評価機関である財団法人大学基準協会に「自己点検・評価報告書」を提

出した。平成18年度相互評価（書面審査、実地調査、面接調査）を経て、平成19年4月1日付、大学基準適合認定証を得た。

次回の認証評価機関による評価は7年後の平成25年を予定している。 
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（４）情報提供に関する事項 

 

① 設置認可申請書 

 

a ホームページに公表の有無         （    ○有    ・   無    ） 

 

b 公表時期（未公表の場合は予定時期）    （2007年 7月 4日 ） 

 

c 文部科学省ホームページから、本学ホームページの「設置認可申請書」掲載ページへのリンク 

                        （ 承諾する ・ 承諾しない ） 

 

d 上記で｢承諾する｣を選んだ場合、そのリンク先のアドレス 

                      （http://www.u-bunkyo.ac.jp/ninka2/index.html） 

 

 

② 設置計画履行状況報告書 

 

 

a ホームページに公表の有無         （    ○有    ・   無    ） 

 

b 公表時期（未公表の場合は予定時期）    （2007年 7月 4日  ） 

 

c 文部科学省ホームページから、本学ホームページの「設置認可申請書」掲載ページへのリンク 

                        （ 承諾する ・ 承諾しない ） 

 

d 上記で｢承諾する｣を選んだ場合、そのリンク先のアドレス 

                      （http://www.u-bunkyo.ac.jp/ninka2/index.html） 

 

 

 

 

 

（注）１ 項目は，１～６の項目により記入した事項以外で，認可時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。） 

    及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。 

   ２ 記入事項は，原則として，設置認可申請書の「設置の趣旨等を記載した書類」の項目に沿って作成し，それ 

    以外の事柄については適宜項目を設けてください。（記入例参照） 

   ３ 「(３) 自己点検・評価等に関する事項」については，認可時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わら 

    ず記入してください。また，「Ａ 設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，積極 

    的な評価を行う場合，できるだけ具体的な根拠を含めて記入してください。 

     記入方法は，欄内には（別紙のとおり）とし，Ａ４版１枚程度で作成した別紙を添付してください。 

     なお，「Ｂ 自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ 

    いて記入してください。 

   ４ 「(４) 情報提供に関する事項」の「①」及び「②」の「ｃ」において「承諾する」場合，文部科学省の 

    ホームページにてリンク先を掲載しますので，大学等のトップページではなく直接リンクする先を「ｄ」に記 

    入してください。 

     なお，現在は未公表であり，今後公表を予定している場合は，公表後の取扱いについて記入してください。 
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（別紙） 

 

Ａ 設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見 

 

（１）教育研究上の理念、目的 

 「保健医療技術学部」は保健医療分野における技術者養成を目的としている。理学療法学科において「理

学療法士」、作業療法学科において「作業療法士」を養成し、臨床検査学科においては「臨床検査技師」を

養成していこうとするものである。本学園でのこれまでの実績を基礎として教育を行っていく。すなわち、

本学「人間学部」での人材養成の実績、「医学技術専門学校」での人材養成の実績、大学での教育研究上の

実績を中心として平成１８年４月に開設した。 

 

（２）人材養成 

 わが国の高齢化は確実にかつ迅速に進んでいる。高齢社会の中で、必要とされる医療や福祉の現場での

有能な人材の養成は急務であるといえる。リハビリテーション病院を初めとする医療機関、診療所や高齢

者施設、老人ホーム、社会福祉施設の需要はいうまでもなく、また保健医療や福祉の現場で働く、医師、

看護師、薬剤師や社会福祉士、介護福祉士等とともに、チーム医療の一員として働く保健医療技術者「理

学療法士」「作業療法士」「臨床検査技師」等の専門職を養成していくことは、高齢社会の当然の需要でも

あり、また本学の建学の精神の一つである「共生社会の実現」の理念とも合致する。本学の教員の「きめ

こまかい指導」で、保健医療技術分野における、質の高い、有能な「理学療法士」「作業療法士」「臨床検

査技師」を養成していくことにしたい。高度な専門的技術の修得を行うため「理学療法士及び作業療法士

法」「臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律」及び「各指定規則」に定められた授業科目はもちろん

のこと、さらに進んだ学術及び技術の修得を目指して教育課程を編成する。１年次から２年次、３年次、4

年次と進む中で、理論と演習・実習を組み合わせて、無理なくかつ学習しやすい方法で体系的な教育を行

い、教員および助手のきめ細かい教育と指導のもと、卒業後には全員が専門職として活躍できるように各

国家試験の合格を目指していく。 

 

[達成状況に関する総括評価・所見] 

 平成１８年４月に開設し、平成 21 年度は第四回生を受け入れた。第四回入学者に対しても、建学の理

念および学部・各学科の理念、教育目標をよく説明するため入学直後のオリエンテーション、ガイダンス、

さらに宿泊で行う新入生キャンプ、各クラス担任の指導を行い、目的意識の確認、徹底を図ったところで

ある。 

理論と演習・実習を組み合わせて、無理なくかつ学習しやすい方法で体系的な教育を行い、教員のきめ

細かい教育と指導を行って、卒業後には全員が専門職として活躍できるように各国家試験の合格を指導し

ていく。 

 




